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本 別 町 農 業 委 員 会 



第２２回本別町農業委員会総会議事録 

 開 催 日 時    令和 ４ 年 ３月 ２８ 日 （月曜日） 

 開 催 場 所    本別町役場３階会議室 

 

開 会 及 び 

 

閉 会 日 時 

開 会   令和 ４ 年 ３ 月 ２８ 日   午後２時００分 

閉 会 令和 ４ 年 ３ 月 ２８ 日   午後２時４５分 

出 席 委 員 

（１５名） 

議 席 委  員  名 出 欠 議 席 委  員  名 出 欠

１番 川 初 光 章 ○  ９番 大 和 田  和  盛 ○  

２番 牧 田 安 史 ○  １０番 斎 等 ○  

３番 高 橋 秀 和 ○  １１番 井 出 英 彦 ○  

４番 岡 本 昌 久 ○  １２番 福 田 博 明 ○  

５番 牛 渡 広 和 ○  １３番 山 下 博 志 ○  

６番 齊 藤 一 成 ○  １４番 荒  哲 弘 ○  

７番 河 野 一 紀 ○  １５番 中 野 康 夫 ○  

８番 石 山  ひ ろ の り ○      

職 務 の た め 出 席 

し た 者 の 職 名 

 事務局長 髙 橋  優 

 主  査 原   英 樹   主  事 中 野 慎 吾 

議 長  会  長 牧 田 安 史 

議 事 録 署 名 委 員 
１番   川初 光章 委員 

３番   高橋 秀和 委員 



第２２回本別町農業委員会総会 

 

 

議事日程 

開会宣言 

日程１         議事録署名委員の指名 １番 川初光章委員 ３番 高橋秀和委員 

日程２   報告第１号 現況確認願について 

日程３   報告第２号 令和４年度本別町農業委員会関係予算について 

日程４   議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程５   議案第２号 現況証明願について 

日程６   議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程７   議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

日程８   議案第５号 農業委員会の適正な事務実施について 

閉会宣言 
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第２２回 本別町農業委員会総会 

（議 事 録） 

開会宣言 

牧田議長 

 

 

日程１ 

牧田議長 

 

 

日程２ 

牧田議長 

 

中野主事 

 

 

 

 

牧田議長 

岡本委員長 

 

 

 

牧田議長 

 

（午後２時００分）  

ただ今から、第２２回本別町農業委員会総会を開催いたします。 

本日の出席委員は 1５名です。 

よって定数に達しておりますので、本総会は成立しております。 

議事録署名委員の指名  

議事録署名委員を指名いたします。 

議事録署名委員は、会議規則第１４条により、１番川初光章委員、３番

高橋秀和委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

報告第１号  現況確認願について 

報告第１号「現況確認願について」を議題とします。 

事務局より報告内容の説明を求めます。 

報告第１号、現況確認願について。次のとおり、現況確認申請があった

ので確認の上報告する。令和４年３月２８日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、所在・地番、●●●１６番２０、地目、登記、原野、現況、畑、

面積１４㎡外１筆、計３８㎡、判定地目、利用状況ともに雑種地、所有者、

●●●氏 ●●●、です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

報告第１号１番について報告いたします。３月７日に、わたし岡本と、斎

委員、井出委員、中野委員の４名で調査をしてまいりました。 

本申請地の現況地目は畑になっていますが、以前から雑種地であると

確認したので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この報告

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 
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牧田議長 

日程３ 

牧田議長 

 

 

原主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

 

牧田議長 

日程４ 

牧田議長 

 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第１号１番はこれで報告済みとします。 

報告第２号  令和４年度本別町農業委員会関係予算について 

報告第２号「令和４年度本別町農業委員会関係予算について」を議題

とします。 

事務局より報告の内容の説明を求めます。 

 報告第２号 令和４年度本別町農業委員会関係予算について 

令和４年度農業委員会関係予算が議会において可決されたので下記

のとおり報告する。令和４年３月２８日、本別町農業委員会会長。 

ほとんど昨年と同じような考え方で積算させていただいたのですが、ま

ず、主な所で、歳入 款１５款 道支出金ですが、予算算定時点の令和３

年度の決算見込額から算定しておりまして、９５，０００円減となっておりま

す。款２０款 諸収入の農業者年金受託料につきましても、該当年度の

前々年度の実積を基に算定する事になっておりまして、こちらもその実積

に基づきまして、減額となっております。続きまして、歳出ですが、こちらも

ほぼ前年並みで、積算させていただいている所でありますが、１８目 負

担金及び交付金  十勝農委連負担金は、積算根拠が２０１５農業センサ

スから２０２０農業センサスに変わったことによる減額です。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この報告に対する質疑を行い

ます。 

どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですので、報告第２号はこれで報告済みとします。 

議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」を議題と

します。 
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中野主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番から７番について一括して提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。  

議案第１号農地法第１８条第６項の規定による通知について、次のとお

り、農地の賃貸借について関係者から解約の通知があったので承認の可

否について議決を求める。令和４年３月２８日、本別町農業委員会会長、

議案にかかっているものについて、解約の通知から、土地の引渡日まで、

６ヵ月以内であることから、解約の要件を満たしていると思われます。 

番号１番、所在地番、●●●２７０番２、地目、登記・現況ともに畑、面積

１２,５１８㎡外１筆、計１４,３３１㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、令和４

年２月５日です。 

番号２番、所在地番、●●●２７９番１、地目、登記、原野、現況、畑、

面積１９,８３４㎡外８筆、計２１３，４２５．４２㎡、貸主、●●●氏 ●●●、

借主、●●●氏 ●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日

は、令和４年２月２０日です。 

番号３番、所在地番、●●●２３８番１５内、地目、登記・現況ともに畑、

面積３０，０００㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、

解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、令和４年２月２０日で

す。 

番号４番、所在地番、●●●１６番５、地目、登記・現況ともに宅地、面

積１，６７９．８８㎡外５筆、計８２，５９０．８８㎡、貸主、●●●氏 ●●●、

借主、●●●氏 ●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日

は、令和４年２月２８日です。 

番号５番、所在地番、●●●４４３番５内、地目、登記・現況ともに畑、面

積６，７４０㎡外３筆、計１６，７０６㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●

●●氏 ●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、令和
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

牧田議長 

日程５ 

牧田議長 

 

中野主事 

 

 

 

 

牧田議長 

岡本委員長 

４年３月１日です。 

番号６番、所在地番、●●●４４５番１、地目、登記・現況ともに畑、面積

５，６７９㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●●、解約成

立日、土地の引渡日、通知のあった日は、令和４年３月１日です。 

番号７番、所在地番、●●●２５番１、地目、登記・現況ともに畑、面積５

９５㎡外５筆、計５８，９３０㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏

●●●、解約成立日、土地の引渡日、通知のあった日は、令和４年３月１

日です。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第１号１番から７番は提案

のとおり承認することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号１番から７番は提案のとおり承認されました。 

議案第２号 現況証明願について 

議案第２号「現況証明願について」を議題とします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第２号現況証明願について、次のとおり、現況証明願があったの

で、審議の上、証明書を発給するものとする。令和４年３月２８日 本別町

農業委員会会長、番号１番、所在地番、●●●１６番３、地目、登記、畑、

現況、雑種地、面積１，４１３㎡、判定地目・利用状況ともに雑種地、所有

者、●●●氏 ●●●。 

次に調査委員長から調査結果について報告を願います。 

議案第２号１番について報告いたします。調査日・調査委員は報告第１
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

中野主事 

 

 

牧田議長 

岡本委員長 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

号１番と同じです。本申請地の登記地目は畑になっていますが、現況は

以前から雑種地であると見られることから、現況証明の発行は止むを得な

いものと確認しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第２号１番は提案のとおり

証明書を発給することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号１番は提案のとおり証明書を発給することに決

定されました。 

続いて、２番について、事務局より提案内容の説明を求めます。 

番号２番、所在地番、●●●６５番 11、地目、登記、畑、現況、山林、面

積１４，４１５㎡外５筆、計 ３５，５１７㎡、判定地目・利用状況ともに山林、

所有者、●●●氏 ●●●。以上です。 

次に調査委員長から調査結果について報告を願います。 

議案第２号２番について報告いたします。調査日・調査委員は報告第１

号１番と同じです。本申請地の登記地目は畑になっていますが、現況は

以前から山林及び雑種地であると見られることから、現況証明の発行は止

むを得ないものと確認しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第２号２番は提案のとおり

証明書を発給することに異議ありませんか。 
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牧田議長 

 

 

日程６ 

牧田議長 

 

 

 

中野主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号２番は提案のとおり証明書を発給することに決

定されました。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とし

ます。 

 はじめに１番から９番について提案します。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

議案第３号農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３

条の規定による許可申請について下記のとおり提出があったので許可の

可否について議決を求める。令和４年３月２８日 本別町農業委員会会長

農地法第３条第２項各号に要する判断については、別添の農地法第３条

調査書のとおりすべての要件を満たしていると思われますので説明を省

略させていただきます。 

番号１番、賃貸借、所在地番、●●●９４番１内、地目、登記、原野、現

況、畑、面積１７,８６４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●

●●、申請理由は労力軽減のため及び経営規模拡大のためです。 

番号２番、賃貸借、所在地番、●●●２７９番１、地目、登記、原野、現

況、畑、面積１９,８３４㎡外８筆、計１６６，５７５㎡、貸主、●●●氏 ●●

●、借主、●●●氏 ●●●、申請理由、休農のため及び経営規模拡大

のためです。 

番号３番、賃貸借、所在地番、●●●４４０番１３、地目、登記・現況とも

に畑、面積５６１㎡外９筆、計１２０，１２２㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借

主、●●●氏 ●●●、申請理由は労力軽減のため及び経営規模拡大

のためです。 
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牧田議長 

岡本委員長 

 

 

番号４番、賃貸借、所在地番、●●●４８１番１内、地目、登記・現況とも

に畑、面積５,０００㎡外７筆、計６２,９００㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借

主、●●●氏 ●●●、申請理由は労働力低下のため及び経営規模拡

大のためです。 

番号５番、賃貸借、所在地番、●●●６１１番１、地目、登記・現況ともに

畑、面積１７,２８８㎡外３筆、計２５,９３２㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借

主、●●●氏 ●●●、申請理由は遠隔地のため及び経営規模拡大の

ためです。 

番号６番、賃貸借、所在地番、●●●６７６番１内、地目、登記、原野、

現況、畑、面積１８,６８２㎡外１５筆、計１８２,６４４㎡、貸主、●●●氏 ●

●●、借主、●●●氏 ●●●、申請理由は稼働力低下のため及び経

営規模拡大のためです。 

番号７番、賃貸借、所在地番、●●●１３４番５、地目、登記・現況ともに

畑、面積１９,４５３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●●

●、申請理由は稼働力軽減のため及び経営規模拡大のためです。 

番号８番、賃貸借、所在地番、●●●２３８番１５内、地目、登記・現況と

もに畑、面積３０,０００㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●氏 ●

●●、申請理由は粗飼料確保のため及び経営規模拡大のためです。 

番号９番、賃貸借、所在地番、●●●４番４内、地目、登記・現況ともに

畑、面積６,５７１㎡外１筆、計２６,０７７㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借

主、●●●氏 ●●●、申請理由は非農家のため及び経営規模拡大の

ためです。 

次に調査委員長から調査結果について報告を願います。 

議案第３号１番から９番について報告いたします。 

調査日・調査委員は、報告第１号１番と同じです。 

本申請は農地法第３条による賃貸借の申請であり、申請書に基づき記
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牧田議長 

 

牧田議長 

山下委員 

 

牧田議長 

中野主事 

 

山下委員 

牧田議長 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

中野主事 

 

 

 

 

 

載内容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようと

する者により効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

山下委員 

１３ページの２番の賃貸借面積と５ページの２番の解約面積が、同じ地

番なのに面積が異なる理由を説明願いたい。 

事務局 

面積が異なる理由は、解約地をすべて今回賃貸借する訳でないことか

ら、差異が生じております。 

了解です。 

ほかに質問はありませんか 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１番から９番は提案

のとおり決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１番から９番は提案のとおり決定されました 

次に１０番から１２番について提案します。 

事務局より提案 内容の説明を求めます。 

番号１０番、所有権移転売買、所在地番、●●●２５番１、地目、登記・

現況ともに畑、面積 59５㎡外７筆、計 80，６７２．２５㎡、譲渡人、●●●氏

●●●、譲受人、●●●氏 ●●●、申請理由は高齢により全地買受人

に売り渡すため及び借受地を買受け、経営の規模拡大を図るためとなっ

ています。 

番号１１番、所有権移転売買、所在地番、●●●１６番５、地目、登記、
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

中野主事 

 

 

宅地、現況、畑、面積１，６７９．88 ㎡外５筆、計 8２，５９０．８８㎡、譲渡人、

●●●氏 ●●●、譲受人、●●●氏 ●●●、申請理由は賃貸してい

る土地を売却するため及び経営の規模拡大のためとなっています。 

番号１２番、所有権移転売買、所在地番、●●●４４３番５、地目、登

記・現況ともに畑、面積５，４４２㎡外４筆、計１６，８７４㎡、譲渡人、●●●

氏 ●●●、譲受人、●●●氏 ●●●、申請理由は相続した土地を売

却するため及び隣接地を買い受けるためとなっています。 

次に調査委員長から調査結果について報告を願います。 

議案第３号１０番から１２番について報告いたします。 

調査日・調査委員は、報告第１号１番と同じです。 

本申請は農地法第３条による売買の申請であり、申請書に基づき記載

内容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとす

る者により効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１０番から１２番は提

案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１０番から１２番は提案のとおり決定されました。 

次に１３番について提案します。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

番号１３番、所有権移転贈与、所在地番、●●●４１１番１２、地目、登

記・現況ともに畑、面積３０３㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受人、●

●●氏 ●●●、申請理由は現況に併せて分筆した本件土地を譲受人
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

日程７ 

牧田議長 

 

 

 

原主査 

 

 

 

 

 

に贈与となっています。以上です。 

次に調査委員長から調査結果について報告を願います。 

議案第３号１３番について報告いたします。 

調査日・調査委員は、報告第１号１番と同じです。 

本申請は農地法第３条による贈与の申請であり、申請書に基づき記載

内容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとす

る者により効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１３番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１３番は提案のとおり決定されました。 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

議案第４号「農業経営基盤強化促進法に基づく計画について」を議題

とします。 

はじめに１番から１１番について提案します。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

説明の前に議案の訂正をお願いします。番号９番、●●●３８１番１から

はじまる所在ですが、登記、原野となっておりますが、全て畑ですので訂

正の方を宜しくお願いします。続きまして１１番、●●●３０２番１からはじ

まる案件ですが、３２８番３及び３２８番４が登記山林となっておりますが、

畑に訂正の方を宜しくお願いします。 

議案第４号農業経営基盤強化促進法に基づく計画について、次のとお
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り、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画について議決を求める。令和４年３月２８日、本別町農業委員会会

長 番号１番、賃貸借、所在地番、●●●５番５、地目・登記現況ともに

畑、面積１,４８３㎡外６筆、計１８,８６０㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主

●●●氏 ●●●、利用権の種類、賃借権、法律関係、賃貸借、始期、

令和４年３月２８日、終期、令和９年３月２７日、期間、５年、金額、１０ａ当り

１０，０００円。 

 番号２番、賃貸借、所在地番、●●●６番３、地目・登記現況ともに畑、

面積９，３５０㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主 ●●●氏 ●●●、利

用権の種類・法律関係・始期・終期・期間は番号１番と同じです。金額、１

０ａ当り８，７８０円。 

番号３番、賃貸借、所在地番、●●●４１０番３内、地目・登記現況とも

に畑、面積１４，２９２㎡外１２筆、計８７，２４１㎡、貸主 ●●●氏 ●●

●、借主 ●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係・始期・終期・期

間は番号１番と同じです。金額、１０ａ当り９，０００円。 

番号４番、賃貸借、所在地番、●●●１５４番４、地目・登記現況ともに

畑、面積１３,１９４㎡外１筆、計２２,４８７㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借

主 ●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係・始期は番号１番と同じ

です。終期、令和１４年３月２７日、期間、１０年、金額、１０ａ当り１０，５００

円。 

番号５番、賃貸借、所在地番、●●●１２２番１、地目・登記現況ともに

畑、面積４０,０８５㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主 ●●●氏 ●●

●、利用権の種類・法律関係・始期・終期・期間は番号４番と同じです。金

額、１０ａ当り１０，５００円。 

番号６番、賃貸借、所在地番、●●●１２３番２、地目・登記現況ともに

畑、面積１９,２７６㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主 ●●●氏 ●●
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●、利用権の種類・法律関係・始期・終期・期間は番号４番と同じです。金

額、１０ａ当り１０，５００円。 

番号７番、賃貸借、所在地番、●●●１３３番１、地目・登記現況ともに

畑、面積４７,４４９㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主 ●●●氏 ●●

●、利用権の種類・法律関係・始期・終期・期間は番号４番と同じです。金

額、１０ａ当り１０，５００円。 

番号８番、賃貸借、所在地番、●●●３６５番４、地目・登記現況ともに

畑、面積５,７７０㎡外１３筆、計１０５,１６７㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借

主 ●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係・始期は番号４番と同じ

です。終期、令和９年１月３０日、期間、４年１０ヵ月、金額、年３７４，５４０

円。 

番号９番、賃貸借、所在地番、●●●３８１番１、地目、登記、原野、現

況、畑、面積１１,６０６㎡外１１筆、計８１,４１１㎡、貸主 ●●●氏 ●●

●、借主 ●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係・始期・終期・期

間は番号８番と同じです。金額、年２６４，１００円。 

番号１０番、賃貸借、所在地番、●●●２４１番３、地目・登記現況ともに

畑、面積２０,０４７㎡外４筆、計７０,３６５㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借

主 ●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係・始期・終期・期間は番

号８番と同じです。金額、年２４７，６２０円。 

番号１１番、賃貸借、所在地番、●●●３０２番１、地目・登記現況ともに

畑、面積９,１０５㎡外１０筆、計１０５,６８７㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借

主 ●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係・始期は番号８番と同じ

です。終期、令和１４年１月３０日、期間、９年１０ヵ月、金額、年５８５，５８５

円。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。どなたか質問ありませんか。 
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（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第４号１番から１１番は提案

のとおり決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号１番から１１番は提案のとおり決定されました。 

次に、１２番について提案します。 

本件は●●●に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第

３１条の規定により●●●の退席を求めます。 

（●●●退席） 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

 番号１２番、所有権移転、所在地番、●●●３６番９、地目・登記現況とも

に畑、面積１,９９６㎡外６筆、計９,７６５㎡、譲渡人 ●●●氏 ●●●、譲

受人 ●●●氏 ●●●、利用権の種類、所有権、法律関係、売買、移

転時期、令和４年３月２８日、支払期限、令和４年４月２８日、引渡時期、対

価の支払日、金額、２，５４５，０００円。以上です。 

 ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行

います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第４号１２番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号１２番は提案のとおり決定されました。 

ここで●●●の復席を許可します。 

（●●●着席） 
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次に、１３番から１５番について提案します。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

番号１３番、所有権移転、所在地番、●●●３０４番１、地目・登記現況

ともに畑、面積９４㎡外１２筆、計９０,３６４．７４㎡、譲渡人 ●●●氏 ●

●●、譲受人 ●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係・移転時期・

支払期限・引渡時期は番号１２番と同じです。金額、１９，４９２，０００円。 

番号１４番、所有権移転、所在地番、●●●１３番２、地目・登記現況と

もに畑、面積１６，７７９㎡外３筆、計５４,３６７㎡、譲渡人 ●●●氏 ●●

●、譲受人 ●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係・移転時期・支

払期限・引渡時期は番号１２番と同じです。金額、１５，５８５，０００円。 

番号１５番、所有権移転、所在地番、●●●７９番１、地目・登記現況と

もに畑、面積２２４㎡外１３筆、計５４,１９６㎡、譲渡人 ●●●氏 ●●●、

譲受人 ●●●氏 ●●●、利用権の種類・法律関係・移転時期・支払

期限・引渡時期は番号１２番と同じです。金額、１５，１１５，０００円。以上で

す。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第４号１３番から１５番は提

案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号１３番から１５番は提案のとおり決定されました。 

議案第５号 農業委員会の適正な事務実施について 

 議案第５号「農業委員会の適正な事務実施について」を議題とします。 

 事務局より提案内容の説明を求めます。 
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 こちらも議案の訂正を１カ所お願いします。４５ページ、担い手への農地

の利用集積・集約化の４番、目標及び活動に対する評価、活動に対する

評価について、「目標面積を達成できたので」とありますが、「目標面積を

達成できなかったが」に訂正お願いします。 

議案第５号、農業委員会の適正な事務実施について、農業委員会の

適正な事務実施について（平成２１年１月２３日付け農林水産省経営局長

通知）に基づき、年度ごと並びに中期的な目標及びその達成に向けた活

動の点検・評価を義務づけられましたので、別紙様式２「令和３年度の目

標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）」について審議された

い。令和４年３月２８日、本別町農業委員会会長。 

  令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）のう

ち、４４ページ１番の農業委員会の状況については２０２０年農林業センサ

スの数値に基づき、経営耕地面積の方が昨年までの数値から９，７８１ｈａ

に、また農地台帳面積の方が１１，５９０ｈａに変わっております。続きまし

て、４５ページをお開きください。担い手への農地の利用集積・集約化に

つきましてですが、先ほども面積の変更をさせていただきましたが、集積

面積については、実際には農地移動しておりますが、すでに担い手へ集

約した農地が違う方に移動したということで、新規の集積はありませんでし

たので、総集積面積は前年度と同じとなっています。続きまして、４６ペー

ジ、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進ということで、令和３年度

につきましては、２件の経営体の参入が実積としてありました。新規参入

者に向けたフェア等への参加につきましては、令和３年度もコロナウイル

スの影響により思うような活動ができなかったところであります。続きまし

て、47 ページ、遊休農地に関する措置に関する評価のところであります

が、新たに遊休農地として捕捉されたところもありませんでしたが、解消さ

れたところも無いということで、前年と同じ内容になっています。続きまし
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以上、会議のてん末を録し議事録とする。 
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署名委員    川 初 光 章    ㊞ 

署名委員    高 橋 秀 和   ㊞ 
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牧田議長 
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て、4８ページ、違反転用への適正な対応のところでありますが、違反転用

の発生防止に向けて、毎月の月例現地調査の際に農地パトロールという

ことで実施しておりまして、違反転用は無いということで終えております。４

９ページ以降、ご覧のとおりの内容となっております。１年間の事務処理件

数、年度末時点の農地所有適格法人からの報告件数等記載させていた

だいております。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号は提案のとおり決定

することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号は提案のとおり決定されました。 

以上で本日の日程は全て終了しました。これで会議を閉じます。大変

おつかれさまでした。 

午後２時４５分終了する。 


	１
	2

